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令和２年度における佐賀県の地域枠数



佐賀大学医学部定員における定員の状況〔令和２・３年度入学定員〕

➢ 佐賀大学医学部における定員103名の内訳をみると、臨時定員として５人が設定されており、地域医療に従事義務が
ある枠も５人となっている。（うち４名が佐賀県枠）
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前期50名・後期10名

長崎県枠 １名
（長崎県からの貸与前提）

佐賀県枠 18名
・恒久定員18名
（地元出身者枠）

一般枠 20名

一般
入試

（60名）

恒久定員（98名）

特別
入試

（43名）

臨時定員５名
（うち佐賀県４名）

◇恒久定員を活用

入学要件

➢入学後、佐賀県医師修学資金の
貸与を６年間受け、キャリア形
成プログラムに同意すること。

➢臨床研修後９年間、キャリア形
成プログラムに基づき、佐賀県
が指定する佐賀県内の医療機関
で診療に従事すること。

佐賀県推薦入学 ４名

（佐賀県からの貸与前提）

推
薦
入
試

入学要件

➢大学卒業後２年間、佐賀県内の
基幹型臨床研修病院において、
初期臨床研修を受けること。

※ 令和５年度入学定員については、
文科・厚労両省において検討中。



佐賀大学医学部医学科佐賀県推薦入学特別入試の概要
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➢ 佐賀大学からの提案を受け、県と佐賀大学とで平成19年に締結した協定に基づき、県が第一次選考と佐賀大学への
推薦を行い、佐賀大学が第二次選考を実施

➢ 医師の配置が十分ではない地域や医師が不足している診療科がある状況を解消し、県民に必要な医療を提供するた
め、地域等において不足する診療科を専攻する医師を養成・確保することを目的

➢ 受験生は、最終合格後に佐賀県医師修学資金の６年間の貸与を受けること等を出願時に確約

書類
選考

小論文

最終合格
面 接

共通テスト

佐賀県の第１次選考

個別
面接

佐賀大学の第２次選考

出願条件等（令和３年度入学試験）

入学年度 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 R2 R3

出願者数 31 30 30 17 15 4 10 4 16 25 22 19 24 17

最終合格者数 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 -

出願状況

・最終合格後は医師修学資金の貸与を受けること、卒業後は県内の基幹型臨床研修病院で２年間の臨床研修を受けること、その後９年間
は知事が指定する県内医療機関の小児科、産科、救急科又は麻酔科で業務に従事することを、出願時に確約（確約書を提出）

・佐賀県の医療活動に従事する意思のある者（出身高等学校所在地は問わない）
・既に高等学校を卒業している者についても、高等学校卒業後２年以内であれば受験可能
・高等学校における調査書の学習成績概評がＡ段階（5.0～4.3）

推薦



臨時定員29名
（うち佐賀県枠２名）

前期 76名

推薦入試Ｂ 15名
（地域医療特別枠）

※長崎県

推薦入試Ｃ ２名
（佐賀県枠）

推薦入試Ｃ ２名
（宮崎県枠）

長崎大学医学部定員における定員の状況〔令和２・３年度入学定員〕

➢ 長崎大学医学部における定員120名の内訳をみると、臨時定員として29人が設定されており、地域医療に従事義務が
ある枠は19人となっている。（うち２名が佐賀県枠）

一般
入試

（76名）

恒久定員（91名）
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推薦入試Ａ 15名
（地域医療枠）

※長崎大学・大学病院

推薦
入試

（44名）

推薦入試Ｄ 10名
（グローバルヘルス研究医枠）

入学要件

➢入学後、佐賀県医師修学資金の
貸与を６年間受け、キャリア形
成プログラムに同意すること。

➢臨床研修後９年間、キャリア形
成プログラムに基づき、佐賀県
が指定する佐賀県内の医療機関
で診療に従事すること。

※ 令和５年度入学定員については、
文科・厚労両省において検討中。



令和５年度以降の佐賀県における医学部定員の論点
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厚労省・文科省の
議論結果

佐賀大学 長崎大学

佐賀県推薦入学

※入学後医師修学資金の貸与を受けること
が入学要件

推薦入試C
（佐賀県枠）

※入学後医師修学資金の貸与を受けること
が入学要件

佐賀県における臨時定員が認
められない場合

佐賀県における臨時定員が認
められる場合

臨時定員としてそれぞれ何名設置するか、各大学と協議が必要

➢ 第36回医師需給分科会（令和２年11月18日）にて、今後の医学部定員については臨時定員は減少させ、恒久定員内
に地域枠を増やすことで、地域枠全体の数を増員していく方針が示されている。

➢ 第4次中間とりまとめ（平成31年3月22日）にて、地元出身者枠のみでは、医師不足数を満たすことができない場合
は、地域医療対策協議会の協議を経た上で、県内大学の地域枠の設置を要件とした臨時定員の増員及び医師多数都道
府県に所在する大学における都道府県をまたいだ地域枠の創設又は増員を要請できるとされており、医師多数都道府
県では県またぎ地域枠は認められない方針となる可能性がある。

恒久定員として継続するのか否か、各大学と協議が必要

※ 佐賀大学佐賀県枠（地元出身者枠）との調整が必要
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